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　身近で頻繁に起こって、いつも耳にするのが「動
物虐待なのに、警察の動きが鈍い。」 
 
　それならば、警察署が動きやすくなる仕組みを
考えようと思うのです。 
　旧動管法が新動愛法に変った1999年12月。法律
改正に盛り込まなかったけれども、すごく大切な
事柄が、国会から出された付帯決議に示されてい
ます。法律を実行する際に適切な措置を相談し合
う事項などについてです。そこには、「法改正か
ら5年を目途に、いろいろ考えあわせなさい。…」
などといいながら八つの事項をあげました。その
一つは、「罰則の対象になる虐待の定義等につい
ては、本法に基づく摘発や立件等の状況を踏まえ、
見直しの必要性を含め検討を行う事。」…です。 
　この法律でいう「虐待」とは、「給餌または給
水をやめることにより衰弱させる」等の「虐待」
と定義される「衰弱虐待」です。 
　ここで大きな問題が起こっています。親が子に、
または人が人に対する残酷な行為の「虐待」と、
動物衰弱虐待とは大きく意味が違います。 
　動物衰弱虐待は、所有者占有者取扱者などのい
る愛護動物に対する「飼い主責務の履行違反」が
原因で起こる犯罪と思われます。 
　この法律の第44条の1項では、よく耳にする「動
物虐待」を、「愛護動物を殺し傷つけた者」、つ
まり「殺傷」と定義しています。愛護動物とは「所 

有者占有者取扱者等のいるいないに関わらず」同
法44条4項の一、二号でいう犬やねこなど11種の
動物をも含んでいますから、飼い主などによる残
酷な行為の犯罪と、飼い主などがいてもいなくても、
殺傷する犯罪は明らかに違います。 
 
　「動物虐待なのに警察の動きが鈍い」というとき、
多くの警察は「ペットの飼い主の残酷な行為」を
思いうかべていると容易に判断できますし、野良
ねこをいじめたら「虐待」なのか？と疑問を持つ
かも知れません。 
　飼い主の行為である「衰弱虐待罰金50万円」と、
「動物殺傷」はそれぞれ異なる行為であり、飼い
主がいるいないに関係なく、愛護動物殺傷犯罪は
懲役1年、罰金100万円です。 
　野良ねこを殴って傷にしたら「虐待」ではなく「殺
傷犯罪」であることを、警察や役人に上手に伝え
る努力が必要と思うのです。 
　人々が必要と思うので法律は作られるようです。
法改正から最初の5年後には、必要な法律を上手に
使うために「動物愛護管理行政の担当者の専門的
な知識や技術の習得に対する支援を行うこと。」
などと、「環境省告示」でも表明しています。 
 
　それから更に5年を経過して、第2回めの法の見
直し時期に当たっています。愛護動物に対する衰
弱虐待犯罪と殺傷犯罪の違いや、その違いに基づ
いて法を執行する担当役人や警察などの専門知識
などについて、更に法改正が必要なのかどうなのか？
今後もさまざまな意見が持ち出されていくものと
思われます。 

愛護動物 衰弱虐待 犯罪 
罰金50万円 

愛護動物 殺傷 犯罪 
懲役1年罰金100万円 
愛護動物 殺傷 犯罪 
懲役1年罰金100万円 

http://awn.awn.sub.jp/アニマルウエルフェア(AWN)連絡会ブログより引用 
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NPOねこだすけ 代表理事 工藤久美子 

地 域 猫 活 動 ガ イ ド ラ イ ン  

　環境省が平成22年2月に発行した「住宅密
集地における犬猫の適正飼養ガイドライン（表
紙を含み24頁の冊子）」16頁めの第5(V)項
目に、「 地域猫」を取り上げています。 
　この冊子はホームぺージからプリントする方
法のようです。セミナーなどでは地域猫の項目
を抜き出してコピーしていただき配布していま
すが、多少の在庫もあり郵送できますのでねこ
だすけ迄ご連絡ください。（連絡方法は8頁参照） 
　記事中の【P17】などは冊子に印刷されて
いる頁番号ですので、お手数ですが照らし合わ
せていただけると幸いです。 

環境省　http://www.env.go.jp/

動物愛護 
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/

　このパートは本当に楽しいです。ガイドラインを
制作された方々の愛情を感じてホンワカします。 
　ぜひ実際に現物ガイドラインをご覧くださいませ。
結論を申しますと「こんなことしてたら猫は絶対に
捕まらへんし、エサやりも10年は問題ないで!!」 
　※評価保留 

　この項目では…「犬や猫が家の敷地に入ってこら
れないようにする方法を紹介します。」 
　ここでは犬や猫が苦手な方もぼやいてばかりいな
いで防止策を試してみてください、と様々な方法を
紹介しています。 
　動物が好きな方も苦手な方も、お互いに知恵を出
し合って猫によるトラブルを解決していくことを示
唆しています。※プラス評価 

　内容の評価を…、などと身構えてしまいましたが、
せっかく環境省が作ってくださったこのガイドライ
ンです。上手に使ってこそ、自ずと評価もプラスに
向かいます。 
　上手に使って行く上で最も大切なことは… 
1. 先入観を持たずに素直に読む。 

2. 読んだ通りにやってみる。 

3. ガイドラインを地域の皆さんにも見ていただき、 

　 それに従って活動していることを説明する。 
　……この三点です。皆さん、がんばりましょう。 

　ねこだすけニュースvol.39（前回号）の6頁に、当
ガイドラインで重要と思われるポイントを10に区切り、
1から5までプラスマイナスの評価を試みて掲載しま
した。今回は同様に、ポイント6から10まで掲載し
ます。 

　「識別する方法としては、V字カット、耳ピアス（ビ
ーズ）、マイクロチップなどがあります。」とあり
ます。 
　未だ耳カットに賛成できない方々もいらっしゃる
ようですが、さすがに環境省です。様々な方法を紹介、
なんでも良いよ、と言う鷹揚さを感じます。※プラ
ス評価 

　「エサ代や不妊去勢手術費など、1年間あたりに必
要な資金が計算しやすくなります。」について… 
　エサ代は別として手術費は町会、行政、警察に提
出するレポートに収支報告として添付しましょう。
猫のリサーチとそれに基づき資金を計算し着実に活
動を行うことを薦めています。※評価保留 

　「エサや水は健康維持を考えて十分配慮してくだ
さい。」とありますが、水を置くことすらおそらく
皆さん往生されているのではないでしょうか。 
　やれ水を捨てられた、容器を壊された、異物を入
れられたなどなど……。 
　苦肉の策で「防火用水」と書いたバケツを片隅に
そっと置かせていただく、植木鉢の後ろに小さなカ
ップを隠すなど、はっきり言ってセコく肩身の狭い
ことです。 
　しかし、このガイドラインに従うことで「エサや
水は健康維持を考えて十分配慮して。」「地域住民
の迷惑がかからない場所に」置きましょう。…とい
う具合になります。※プラス評価 

ポイント6　（4）エサやり【冊子P17】 
 

ポイント9　（8）猫の譲渡【冊子P18】 
 

ポイント10　VI 迷惑防止策【冊子P19】 
 

終りに… 

ポイント7　（6）不妊去勢手術【冊子P18】 
 

ポイント8　（7）その後の管理【冊子P18】 
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●ホームページに「行事計画」を掲載しています。 

飼い主のいない猫対策セミナー＆
相談会　平成23年1月29日、立川市環
境対策課主催で行われました。 
　新宿区保健所衛生課の高木さんと、
NPOねこだすけ工藤が講師講演と質疑
応答に協力しました。（右の写真） 
　「地域ねこ対策100箇所あれば100
通り」のように、役人さんも100人100様。
横浜市磯子区やねこだすけボランティアなどが「地
域ねこ」などと言い始めた、ほぼ10年ひと昔前か
ら「人と猫との調和のとれたまちづくり＝地域ね
こ対策」担当、高木さんの講座は全国的にも高い
評価の声が聞かれます。 

小さな命を救って下さい 

作詞：田中秀子 
作曲：松尾由佳 
歌：Ryu Matsuyama

まだ間に合うから 
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地域ねこ対策 

のら猫問題対策セミ
ナーと猫なんでも相談
会　1月22日、新宿区
柏木地域センターで、
地域に根付く「地域ね

こ対策」を目的に、「新宿区・人と猫との調和の
とれたまちづくり連絡協議会」が主体となって開
きました。同協議会の会員から「これから地域ね
こ対策が必要な地域」が強く提案されたことがき
っかけです。 
　地域との協働活動で「地域ねこ」を根付かせて
いる体験発表後の個別相談会では、これから「地
域ねこ対策」に向かうための具体的な話し合いが、
それぞれの地域事情に即してすすみました。 

調印式　ねこだすけは「地
域ねこ対策」を「官民三者恊
働」と位置づけます。 
　三者とは、1.主体となる「地
域（＝住民組織）」2.サポー
トする「役所」3.ねこに詳し
い「ボランティア」です。 

　そこで主体となる地域住民や、ねこの習性生理
生態などに詳しいボランティアさんのTNR（捕獲・
手術・返還）活動に支障をきたさない目的から、
役所と協議の上ねこだすけ所有のトラップケージ（捕
獲器）を役所で保管管理し、担当課窓口から区民
に貸し出す仕組みを続けています。 
　返却や在庫管理の役割分担は役所ですので、随
時連絡を取り合いながら貸し出し用の台数を調整し、
補填や整備を行います。 
　毎年台数が増えますので、今年もケージに関す
る覚書きを作り直して、新宿区八十恒人健康部長
と1月13日に調印を交わしました。上の写真、左
はねこだすけ代表理事工藤久美子。 

　ねこ対策の所管はセンターや保健所と考えられ
ていますが、市民がねこの迷惑苦情を訴える役所
の部署は他にも沢山あります。 
　ねこの立ち入る公営
住宅・道路・公共施設・
公園・河川敷・奥山を
除く里山などやさまざ
まです。 
　地域ねこ対策の理想
は「役所」「住民組織」
「ボランティア」の「官
民三者協働」の仕組み
です。 
　今回のセミナーは「役
所」の立場でありなが
ら、地域ねこ対策の考
え方の中の「迷惑被害
のある（住民）組織」
を想定し、愛護動物所
管やボランティアと協
働しながら対策を進め
るスタイルでした。 
　「地域ねこ」は進化
しています。 

　ここで少しややこしく堅苦しいおさらいですが、
［ねこの棲むところで、人々に迷惑被害があるの
なら、ねこの生態循環を抑止し、地域の人々がね
この棲息を支配する対策］つまり「地域ねこ対策」
が行われます。 
 

千葉地域ねこセミナ
ー、平成22年12月8日
開催。運営の主体「千
葉地域ねこ活動の会」代表の岩切さんは、NPOね
こだすけ千葉支部を兼ねています。 
　悲痛な「捨て猫抑止」看板（上の写真）のように、
セミナー会場は地域ねこ対策などの愛護動物所管
と異なる役所の会議室です。（下の写真） 
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●行事計画の内容をブログにも掲載しています。 

地域ねこセミナーIN大和地域。NPO猫と花地域環境ネットワーク（右の
写真・代表星野氏）が主催して平成22年12月5日に行いました。講師
講演はすみだ地域ねこの会庄司代表、NPOゴールゼロ代表獣医師齋
藤(moco)先生、NPOねこだすけ代表工藤で、中野区後援です。 
　講演会後の「猫なんでも相談会」は、机を対面式に並べ変え
て個別相談です。いつもの様に、さまざまな地域から一般参加
している地域ねこ対策チームリーダーが、それぞれ得意の役割
分担で相談の回答に応じました。 
　ここでも実践的な地域ねこ対策ボランティアさんに混じって、
次世代を担う学生の方々が、研究発表や卒論に「地域ねこ」を取り
入れるため参加していました。 

地域ねこ対策 

新宿区では…11月
20～27日まで戸塚地
域センターで「地域ね
こパネル展」を開催。
（写真・左） 
　パネル展最終日に同
センター7階で「にゃ
んにゃんセミナー十周

年記念行事・第10回人と猫との調和のとれたまち
づくりセミナー」「地域ねこ対策10年を振り返って、
各区の歩み」を開催しました。 
　「できる訳がない・・・」などとも噂されながら、
結果的に「飼い主のいない猫との共生支援事業」
の浸透を担った東京都の初代担当佐竹氏や、港・
文京・台東・練馬など各区の職員が地域ねこ対策
資料を用意して講師やパネラーに参加されました。
横浜市職員「地域猫のすすめ」著者の黒澤氏も急
きょ質疑応答に加わっていただけるなど、まさに「地
域ねこ同窓会」の様相です。（写真・下） 
　各区に依頼した配布資料は各60部づつでしたが、
予想を超えた約120名の参加にふくらみました。 
　平成11年に、当時の東京都動物保護管理審議会が、
「（要約すると）飼い主のいない猫問題に、協働
で取り組むモデルプランを構築する。」ことを都
知事に答申しました。これをうけて「できる訳が
ない」？…かも知れなかった「通称・地域ねこモ
デル地区」が3年間で20箇所成立しました。 
　その後地域ねこ対策の浸透と共に、都は「通称・
地域ねこ支援事業」として継続し、各区市町村も
地域事情に即した独自の事業計画
を図り始めました。 
　国の所管の環境省も「通称・地
域猫ガイドライン」を、平成22年
2月に発表し、「協働での取り組み」
を広げるきっかけになっています。 
　ちなみに、都のモデル地区認定
第一号の牛込地域猫の会代表飯塚
さんは、新宿区人と猫との調和の
とれた町づくり連絡協議会副会長で、
このセミナーの司会役です。また、
中山弘子新宿区長が同会名誉会長で、 

新宿区高木職員 
　飯塚副会長 
　　新宿区吉野課長 練馬区石森職員　台東区高松職員　都・栗原係長　ねこだすけ工藤　新宿区石井職員 

文京区魚躬職員　港区生駒職員　都・佐竹係長　横浜市職員黒澤獣医師 

ねこだすけ工藤が会長です。 
　当日は「地域ねこ」の推進に関わる大勢の皆さ
まが参列されていました。弁護士、獣医師、行政
職員や、もちろん地域ねこ対策のチームリーダー、
町会幹部、議員のほか、研究課題が目的の学生や
文筆業・マスコミなどです。 

国立市主催第4回に
ゃんにゃんセミナー
　11月21日、国立・
地域猫の会「猫のゆ
りかご」とねこだす
けが協働し開催。
「旧・新宿にゃんセミ」ののぼりや横幕を使い回
しています。新宿区高木職員がゲスト講師。 
　各地のセミナー運営それぞれに、行政とボラン
ティア「協働」のスタイルがあるようです。 
　会場を役所が借りて、広報紙掲載や自治組織な
どへの告知を役所が受け持つ。チラシのアイデア
を協働で作成し、簡易印刷を役所が担当。ボラン
ティアはチラシの手配りなどでPR。当日の設営、
準備、撤去、受け付け係りなどを役人とボランテ
ィアの役割分担で一緒に行う、などです。 
　質議の際のより具体的な課題には、個別相談の
時間を設ける方法も見られます。回答側の主体は
ボランティアと講師などで、役所がオブザーバー
的な役割の場合もあります。 
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そのほか…日常活動の中で、実は「餌やり禁止」
撤回対策が大きな比重です。セミナーやお話し合
いの中から、手際よく上手に「地域ねこ」にすす
むことは理想ですが、まだまだ「よそに連れ帰れ！」
「外で飼うな！」「餌やるな！」などの改善に向
けた対応も頻繁です。 
　TNR(トラップニューターリターン＝捕獲・手術・
返還)活動を地域にお知らせすることの大切さを、
ねこだすけニュース号外24号に掲載しました。また、
行事も号外と重なりほぼ同じ内容ですが、かいつ
まんで以下にまとめました。 

大阪では…平成22年11月13日、THEペ
ット法塾と動物法ニュース主催の「野良猫
問題を考える」シンポジウムに、ゲスト講演・

講師としてねこだすけ代表が招かれました。（右の
写真・右から三人目） 
　基調講演は帯広畜産大学副学長で弁護士の吉田真
澄先生です。（写真左から二人目、右隣は新宿区の
高木さん）平成10年に吉田先生が設立した「ペッ
ト法学会」によって、「法令遵守の動物愛護」がす
すみ始めたといえます。 
　例えば、野良猫を「ノネコ」と言い換えて「駆除」
の言葉を実行していた役所が「防除」に書き換えま
した。「迷惑被害があるのなら前もって防ごう」と
する考えが、愛護動物の繁殖制限や適正な終生飼養、
遺棄、衰弱虐待、殺傷犯罪抑止などの気運を高めま
した。地域ねこ対策浸透の歴史を側面からサポート
しています。 

地域猫セミナー　
11月14日、東京墨田区
すみだ生涯学習センタ
ーで、すみだ地域ねこ
の会が主催し第4回め。
「地域猫にする方法」
や「野良猫用トイレの
作り方」などをプロジ

ェクターで解説。（上の写真） 
　協力として墨田区生活衛生課とNPOねこだすけ。
役所は「飼い主のいない猫不妊等手術費用助成事業」
の説明を行いました。 

世田谷保健所主催、第13回飼い主のいない猫対策セミ
ナー。11月13日、チームSLP代表田矢さんと猫花ネッ
ト星野さんが講師。地域ねこパネルなどでねこだすけが
協力。 

地域猫勉強会11月7日、立川地域猫の会主催。地域猫
のすすめ著者黒澤泰氏が分かりやすく解説。講演後にね
こだすけや、国立・猫のゆりかごと共に懇談形式の意見
交換が行われました。 

練馬区で10月23日、当月2度めの「飼い主のいない猫
対策」セミナーです。 
　金沢市から参加の地域ねこチームリーダー3名が、ブ
ログ「地域猫の作り方」作者ちゃま坊先生と会場で知り
合い、翌日は地域猫の現場視察に同行。 

目黒区都会の猫を考える会主催、目黒区後援の「にゃ
んにゃんセミナー」が9月26日、目黒区総合庁舎会議室
で行われました。 
　ねこだすけの講演後の個別相談は、規定の会場撤収時
間ぎりぎりまで続きました。 

　最近は会場を役所が用意し、設営や運
営などにも休日出勤で協働するケースが
格段に増えました。（6頁に写真） 

新宿区四谷駅から数分の所で10月29日夜、パネルを展
示し「地域ねこ対策」の浸透を目指す催しが、地元密着
のボランティアさんのつ
ながりから、サロン風の
会場で開かれました。右
の写真 

所沢市と板橋区では…
「飼い主のいる猫の適正
飼養と飼い主のいない猫
対策ガイドライン」を4
月に作成した埼玉県所沢
市主催の「飼い主のいない猫対策セミナー」と、東京板
橋区で地域猫対策をすすめる「地域ねこ徳丸」の「板橋
区民まつり・動物とふれあいと参加のひろば」での「地
域猫パネル展」が10月17日に重なりました。 
　地域ねこチームSLPの田矢さんと、ねこだすけ代表工
藤が「所沢ねこのネットワーク」と協力し、所沢市で講
演や個別相談を受け持ちました 

港区動物愛護推進員が10月9～10日、港区民まつりで
ねこだすけの地域ねこパネルなども展示し、動物愛護の
普及や啓発を行いました。 

地域で考える飼い主のいない猫対策。10月3日、府中
市庁舎会議室で、地域ねこ活動の体験談と個別相談。講
師は猫のゆりかご代表後藤さんとNPOねこだすけ代表工藤。
　用意したペーパー資料が足りなくなり、職員がコピー
室に走りました。庁舎を会場に開催できる利点でしょうか？ 
　プライベートの立場で肩書きを外した他の地区の役人
や議員、地域ねこ対策チームリーダーなどのほか、多彩
な分野の方々が見えられていたようです。 

練馬区「飼い主のいない
猫対策」説明会・相談会
を10月2日、大泉北地域
集会所で開催。主催は練
馬区保健所生活衛生課、
協力NPOねこだすけ。右
の写真は個別相談会 

狛江にゃんにゃんセミナーは10月31日、第9回め。
狛江市職員や、狛江地域ねこの会とねこだすけも協働で
運営。参加者全員から
スピーチをいただける
など、嬉しいアクシデ
ントも。右の写真 
 


